
（ （ ） 日間

※R5.3月時点での予定です。変更がある場合があります。

事後検証の為、履歴報告書（高卒時、大卒時等）の提出ができる生徒

名以内

（６）

令和

） ～

　団員に内定した者を対象に、訪問国の教育・文化・歴史・産業等について学ぶと共に、

る事前研修を実施する。

現地の方との交流を促進するために英会話、レクリエーション及びスライドショーを作成す

5

8 月令和 5 年 8 月

アメリカ合衆国　ハワイ州　沖縄県人会　他

日　程

16 日 水7 日

年度　八重瀬町国際交流人材育成事業実施要項

月

７．

派遣先

過去に同事業に参加した生徒、他の公的機関等の主催する国際交流・留学等で国外へ

派遣された生徒もしくは派遣が見込まれる生徒を除くものとする。

派遣人員

12

研修活動

（２）

　団員は、研修終了後3週間以内に日本文と英文の研修報告書を提出する。たま、研修
報告会を開催する。

　また、正当な理由なく事前研修に出席しない生徒や連絡無しの欠席等は内定を取り

事前研修

訪問地研修

　交流先における教育・文化・産業施設等の参観及び体験学習やホームステイを実施す

事後研修

（１）

（２）

（３）

目　的

主　催

八重瀬町青少年国際交流会　　八重瀬町　　八重瀬町教育委員会

１．

２．

４．

３．

５．

６．

　青少年リーダーを海外に派遣し、教育・文化・歴史・産業等の視察研修や海外青少年との交

流及びホームステイ等の活動を通して、国際的視野を広め、友情を深め、国際化時代に対応

（３）

（４）

（５）

心身ともに健康で、規律ある団体生活及び団体行動のできる生徒

研修後は、リーダー及びボランティアとして地域活動に参加できる生徒

事前・事後研修に参加できる生徒

しうる青少年リーダーの育成を目的とする。

10

応募資格

（１） 本町に住所を有している中学生、又は本町内の中学校に在籍する生徒

消す場合がある。

る。

1



1人当たり事業費10％程度　約6万５千円～

※旅行者契約時点での為替レートにより大きく変わる場合があります。

※現地での私的（食事及びチップ代等）な経費は含まれていません。

（ （ ）

参加申込書（様式第１号） 保護者同意書（様式第２号）

一次試験（英語、八重瀬町に関する筆記試験）

（ ） ①受付時間　１４：００～１４：２０

場所：八重瀬町中央公民館 ②筆記試験　１４：３０～１５：３０

二次試験（英会話面接、グループワーク）

（ ） ①受付時間　１４：００～１４：２０

場所：八重瀬町中央公民館 ②試　　　験　１４：３０～

（ ）

（ ）／ （ ）／ （ ）

（ ）／ （ ）／ （ ）

（ ）／ （ ）／ （ ）

（ ）／ （ ）

上記のとおり

（ ） （予定）

提出場所

八重瀬町中央公民館（八重瀬町字東風平1014番地）　

八重瀬町教育委員会　生涯学習文化課（担当　當眞　連絡先　０９８－９９８－８３８３）

応募期間

令和 5 年 4 月 10 日 月 ） ～ 4 月 28

月

24

②土日祝祭日開催

令和 5 年 5 月 13 日 土

令和 5 年 5 月 27 日 土

１５ その他

（１）

木

平成 5 年 9 月 28 日 木

　9：00～16：00

7

日 日

月

7 8 日

事後研修（町内）

土

6 日

により生じた負傷・疾病等やその他災害について補償しない。

　　19：00～

（４）

令和 5 年 6 月 19 日 月渡航説明会

１４ 研修計画

海外旅行死亡後遺障害保険に加入しますが、その他交流中及び研修中に、自己の責め

（３）

事前研修（町内）

交流研修（ハワイ州）

月

15

日 木

選考試験結果を元に同一校に集中しないよう教育委員会において選考する。

結果通知は個人あてに通知する。

日 月 29 日 木木 26令和 5

日 月

22 日

3 日7 月

年 6

８．

選考試験日

※研修に要する経費のうち、海外渡航手続き費用は個人負担とする。また、参加費用の
納入後、正当な理由がない場合は返金しないものとする。ただし、正当な理由がある場合
においても、参加辞退に伴うキャンセル料が発生した場合は参加者の負担とする。

参加費

日 金

27 日 木

（２）（１）

（１）

９．

１０．

１２．

提出書類

１３ 選考方法

（１）

（２）

10

20

日 月

①平日開催 　　17：00～19：00

月

１１．

2


